
三種町施設予約システム構築業務

公募型プロポーザル実施要綱

三種町

令和６年５月



1

【目 次】

1. 業務の概要

1.1 業務名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

1.2 目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

1.3 業務内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

1.4 履行期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

1.5 提案上限額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

2. プロポーザルに関する事項

2.1 参加資格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３

2.2 スケジュール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

2.3 質疑及び回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

2.4 参加表明書などの提出・・・・・・・・・・・・・・・・・４

2.5 企画提案書などの提出・・・・・・・・・・・・・・・・・５

2.6 企画提案書などの作成・・・・・・・・・・・・・・・・・５

2.7 優先交渉者などの選定方法・・・・・・・・・・・・・・・６

2.8 契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８

2.9 プロポーザル参加に際しての留意事項・・・・・・・・・・８

問い合わせ及び各種書類の提出先・・・・・・・・・・・・・・・・９



2

１ 業務の概要

１.１ 業務名

三種町施設予約システム構築業務

１.２ 目 的

三種町が所有する公共施設の予約受付を、現行の紙ベースでの管理からインタ

ーネットを利用したオンラインによる予約管理にすることにより、予約状況の見

える化や予約受付の 24 時間対応など、利用者の利便性を向上するとともに、管

理者によるオンライン管理により、決裁の簡略化やペーパーレス化を図ることを

目的とする。

１.３ 業務内容

「三種町施設予約システム構築業務仕様書」のとおり

１.４ 履行期間

契約締結日より令和７年３月３１日まで

１.５ 提案上限額

２，７４５，０００円（取引に係る消費税額及び地方消費税額を含む。）

(１) 令和７年１月１日から令和７年３月３１日までのシステム利用料を含めて

見積もること。

(２) 本事業の見積りのほか、令和７年度から令和８年度までのシステム利用料に

ついて、１，５６０，０００円（税込）を上限として別途見積もること。

(３) 令和７年度以降のシステム利用については、別途契約を締結する。
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２ プロポーザルに関する事項

２.１ 参加資格

公告日現在、次の各号の全ての要件を満たすものとする。

(１) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者。

(２) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立て

または民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の

申立てがなされていない者。

(３) 会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条若しくは第６４４条の規程に

基づく精算の開始又は破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条若しくは

第１９条の規程に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者。

(４) 自己または自社の役員などが、次のいずれにも該当しない者であること及び

次の（ア）から（キ）までに掲げる者が、その経営に実質的に関与していな

いこと。

(ア) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）

(イ) 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律第２条

第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ）

(ウ) 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者

(エ) 自己、自社もしくは第三者の不正な利益を得る目的、または第三者に

損害を与える目的をもって暴力団または暴力団員を利用している者

(オ) 暴力団または暴力団員に対して資金などを提供し、または便宜を供与

するなど、直接的または積極的に暴力団の維持運営に協力し、または

関与している者

(カ) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(キ) 暴力団または暴力団員であることを知りながら、これらを利用してい

る者

(５) 専門技術者等、充分な業務遂行能力を有し、適切な執行体制を有していること。

(６) 国税及び地方税に滞納がないこと。

(７) 三種町における令和６年度・令和７年度物品等競争入札資格の認定（登録区

分は問わない）を受けている者、または認定を有していない場合は、以下の

書類（発行から３ヶ月以内）の提出ができる者。

(ア) 登記簿事項証明書（履歴事項全部証明書）

(イ) 財務諸表

(ウ) 納税証明書（法人税、消費税及び地方消費税「その３の３」）

※（１）～（６）については、連携協力企業など（当該参加する者の責任の下に本業務の一

部を行う者）があるときは、当該連携協力企業などにおいても同様とする。



4

２.２ スケジュール

(１) 公告（実施要綱等の公表） 令和６年６月１９日（水）

(２) 質問書の提出期限 令和６年７月１０日（水）

(３) 質問に対する最終回答 令和６年７月１２日（金）

(４) 参加表明書等提出期限 令和６年７月１７日（水）

(５) 企画提案書等提出期限 令和６年７月３１日（水）

(６) 一次審査結果の通知 令和６年８月 ２日（金）

(７) 二次審査 令和６年８月２１日（水）

(８) 最終審査結果の通知 令和６年８月下旬

(９) 契約締結 令和６年９月上旬

２.３ 質疑及び回答

(１) 質問書の提出

(ア) 提出期限 令和６年７月１０日（水）１７時

(イ) 提出書類 質問書（様式３）

(ウ) 提出方法 電子メール

(２) 質疑への回答

(ア) 回答期限 令和６年７月１２日（金）１７時

(イ) 回答方法 質問者に対し電子メールで回答するとともに、質問及び

回答内容をホームページで公表

２.４ 参加表明書などの提出

(１) 提出期限 令和６年７月１７日（水）１７時 ※郵送の場合は必着

(２) 提出方法 持参、郵送又は電子メール

(３) 提出書類

(ア) 【様式１】公募型プロポーザル参加表明書

(イ) 【様式２】宣誓書

(ウ) ２．１（７）の参加資格に記された書類

※三種町における令和５年度・令和６年度物品等競争入札資格の認定

（登録区分は問わない）を受けている者を除く。

(４) 参加辞退 参加表明書提出日以降に参加を辞退する場合、事前に連絡の上、

辞退届（任意様式）を持参、郵送又は電子メールにより提出すること。なお、

すでに提出された書類は返却しない。

２.５ 企画提案書などの提出

(１) 提出期限 令和６年７月３１日（水）１７時 ※郵送の場合は必着

(２) 提出方法 持参又は郵送、併せて電子メール
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(３) 提出書類・部数

(ア) 【任意様式】企画提案書 ８部

(イ) 【任意様式】本事業に係る見積書及び見積明細書 １部

(ウ) 【任意様式】令和７年度及び令和８年度の利用料に係る見積書及び見

積明細書 １部

(エ) 【別紙１】施設予約システム機能要件一覧 １部

２.６ 企画提案書などの作成

(１) 企画提案書の作成

企画提案書は、下記の項目番号に従い、記載すべき事項内容に基づいて作

成すること。なお、要件を満たさない内容又はより良い提案がある場合は、

その差異を明記すること。企画提案書の枚数に制限は設けない。企画提案書

のサイズは、日本産業規格Ａ４版（一部Ａ３版資料折込使用可）とし、任意

書式にて作成すること。

番号 項目 記載すべき事項

１ 会社情報 会社概要、公共団体実績について、以下の点を

踏まえて記述すること。

①会社概要

②提案内容と同様または類似の過去の業務実績

２ 本業務に対する

取り組み

本業務の受託に関する基本的な考え方及び具体

的な取り組み方針について、以下の項目を定め主

要なポイントを記述すること。

①基本的な考え方、事業への理解

②提供体制

③業務スケジュール

３ システム構成 施設予約システムの構築に対する提案を、以下

の項目を定めポイントを記述する。

①サイト構成・構造

②利用者側の機能

③管理者側の機能

４ システム機能 以下の内容について記述すること。

①システムの製品コンセプト

②予約ページの作成・公開方法

③予約の管理方法

④拡張性・バージョンアップなどへの考え方

５ システムの性能 以下の内容について記述すること。

①サービスを提供するデータセンター
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(２) 見積書の作成

(ア) 本事業に係る見積書

システム構築に係る一式の費用及び令和７年１月１日から令和７年

３月３１日までのシステム利用料について、見積書及び見積明細（内

訳）書を作成すること。（任意様式）

なお、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかにかかわらず、見積金額には消費税額及び地方消費税額を加

算すること。

(イ) 令和７年度及び令和８年度の利用料に係る見積書

令和 7年４月１日から令和９年３月３１日までのシステム利用に要

する費用について、見積書及び見積明細（内訳）書を作成すること。

（任意様式）

なお、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかにかかわらず、見積金額には消費税額及び地方消費税額を加

算すること。

(３) 施設予約システム機能要件の作成

別紙２の施設予約システム機能要件一覧の項目について、「標準装備でで

きる」場合は「○」、「オプションでできる」場合は「▲」、「対応できない」

場合は「×」で記載すること。

なお、必須項目に置いて「×」の項目がある場合、参加資格を有しないも

のとする。

２.７ 優先交渉者などの選定方法

本プロポーザルは、二段階審査方式で実施し、町が設置する選定委員会の審査

により、優先交渉者を選定する。

(１) 一次審査

参加資格を満たす者を対象に、企画提案書、提案価格を審査し、評価点を

算出する。評価点の上位４者を一次審査通過者とする。

②システムの安定性

③セキュリティの確保

６ 運用・保守体制 以下の内容について記述すること。

①障害発生時の対応方法

②災害発生時の対応方法

③保守運用支援内容

７ その他 自治体の最新動向や、効果的な情報発信のあり

方など、三種町に最適な独自提案を記述すること。
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審査結果は令和６年８月２日（金）までに書面により通知する。

(２) 二次審査

一次審査通過者を対象に、プレゼンテーション、デモンストレーションお

よび質疑応答による審査を実施し、評価点を算出する。なお、プレゼンテー

ション、デモンストレーションは、パワーポイントの使用を認め、Zoom
Meetingsを使用したオンライン審査も可とする。
(ア) 実施日 令和６年８月２１日（水） １者につき６０分間（質疑含む）

(イ) その他 詳細については、一次審査の結果とともに通知する。

(３) 評価基準

審査の評価基準は次に定める通りとし、一次審査及び二次審査での合計得

点が最も高い者を優先交渉者に選定し、次に得点が高い者を次点交渉者に選

定する。

なお、同点の場合は、選定委員長が選定する。

※二次審査の審査項目の詳細は、一次審査通過者に対し別途示すものとす

る。

(４) 最終審査結果通知及び優先交渉者の公表

(ア) 結果通知

最終審査の結果は、二次審査の参加者全員に対し、令和６年８月下

旬に書面により通知する。ただし、個々の評価に対する内訳は通知せ

ず、審査結果に関する一切の事項についての質問、説明請求、異議申

し立ては受け付けない。

(イ) 優先交渉者の公表

結果通知後に、優先交渉者名を町ホームページ上に掲載する。

(５) その他

参加者が１者の場合であっても審査を実施するものとし、一次審査及び二

次審査の合計得点が１２０点以上であれば優先交渉者に選定する。

２.８ 契約

(１) 契約の締結

優先交渉者を決定後、提案内容に基づいて協議を行い、両者の協議が整っ

た場合、本業務に係る契約を締結する。

なお、本業務の全てを再委託することは一切認められない。ただし、必要

１．一次審査による審査項目

１ 企画提案書 ４０点

２ 提案価格（構築費用） １０点

２．二次審査による審査項目

１ プレゼンテーション・デモンストレーション １５０点
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により本業務の一部を再委託する場合は、企画提案書内の実施体制を示す項

目において、役割を明確に示すこと。

(２) 次点交渉者との交渉

優先交渉者が業務委託契約を締結できない何らかの事由が発生した場合、

または協議が整わない場合には、次点交渉者と本業務の契約について交渉を

行う。

(３) 契約期間

(ア) 構築に係る委託期間

契約締結日から令和７年３月３１日まで

(イ) 運用保守またはシステム利用等に係る契約

令和７年４月１日以降の運用保守またはシステム利用については、

別途契約とする。

２.９ プロポーザル参加に際しての留意事項

(１) 失格及び無効

次のいずれかの事項に該当する場合は、失格または無効とする。

(ア) 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合

(イ) 審査員に接触するなど、審査の公平性に影響を与える行為があった場

合

(ウ) 他の提案者と提案内容などについて相談を行った場合

(エ) 優先交渉者選定終了までに、他の提案者に対して提案内容を意図的に

開示した場合

(オ) 契約締結までに、プロポーザルの参加資格に記載した条件を満たさな

くなった場合

(２) その他の留意事項

その他事項は次のとおりとする。

(ア) 提出された書類は、返却しないこととする。

(イ) 審査経過や結果についての異議申し立ては、一切受け付けない。

(ウ) 提出書類は、公平性、透明性及び客観性を期するために公表すること

がある。

(エ) 本業務へ参加するために要した一切の費用は、参加者の負担とする。

(オ) 次のいずれかに該当する参加者は、無効とする。

オ.1 実施要綱等に示した参加者に必要な資格のない者が行った応募

オ.2 企画提案参加申込書等に虚偽の記載をした者が行った応募

オ.3 誤字又は脱字等により意思表示が不明確な応募

オ.4 その他実施要綱等において示した条件等参加に関する条件に違

反した応募
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(カ) 本要綱に定めのない事項ならびに疑義が生じた場合は、協議により定

める。

【問い合わせ及び各種書類の提出先】

秋田県 三種町役場 企画政策課 情報統計係

〒０１８－２４０１ 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子８

☎ ：０１８５－８５－４８１８

FAX：０１８５－８５－２１７８
E-mail：kikaku@town.mitane.akita.jp


